
 

みんなで守りましょう 子どもたちの人権 
ご存じのように、人は生まれながらにして基

本的人権を持っています。表１のように、日本

国憲法第 11 条にも明記してあります。憲法で

は第 13 条で個人の権利の尊重、第 14 条では

法の下の平等も謳（うた）っています。  

生まれながらですから基本的人権は子どもたちにも適用されますが、子どもたちには子

どもたちの権利もあります。その権利が示されてあるのが「子どもの権利条約」です。  

子どもたちが持つ４つの権利 
子どもの権利条約は、1989年の第 44回

国連総会において採択され、1990 年に発

効しました。日本は 1994 年に批准してい

ます。表２は四つの原則です。この原則を

もとに、子どもたちの権利を４つ定めてい

ます。それが、図１に示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当然のこととして、これらは普段から行使

される権利です。日常生活で例えると、表３

のようなことです。換言すれば、私たち大人

は普段から子どもたちが権利を行使できる

ように環境を整えなければなりません。 

これら権利を理解したうえで、学校と家庭

が連携して子どもたちを育んでいければと思

います、子どもたちの未来のために…。 

人権教育情報紙「よしの人権だより」令和４年 1 学期号  発行「『ことば』の心」部  

【
学
校
行
事
に
も
見
え
る
子
ど
も
の
権
利
】
例
え
ば
、「
学
校
保
健
委
員
会
」「
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
」「
校
則
見
直
し
検
討
委
員
会
」
は
、
参
加
す
る
権
利
の
行
使
で
す
。 

【表１  日本国憲法の条文】  

  

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げら

れない。この憲法が国民に保障する基本的人

権は、侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与へられる。  

・生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長

できること）  

・子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと） 

・子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること） 

・差別の禁止（差別のないこと）  

 

【表２ 子どもの権利条約 四つの原則 ＊引用元 ユニセフホームページ 】  

 
【図１ 子どもたちの 4つの権利 ＊引用元 ユニセフホームページ ＊裏面に拡大版を記載しています 】  

生きる権利…「朝ご飯を食べる」  

「体調不良時に受診する」  

・育つ権利…「勉強できる環境で学習する」  

「友達と遊ぶ時間がある」  

・守られる権利…「家庭内暴力や養育放棄にさらさない」  

「過負担な作業をさせられない」  

・参加する権利…「自分の考えをいう」  

【表３  子どもたちの 4 つの権利】  



 

 


